
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和元年１０月１１日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） ＵＳＢ端子付Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈスピーカー 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

本製品は、スマートフォン等からＢｌｕｅｔｏｏｔｈを通して送信される音楽

データを出力するスピーカーであり、ＤＣ５Ｖを出力するＵＳＢ端子を有してい

る。また、光デジタル端子（ｏｐｔｉｃａｌ）、ＡＵＸ端子等も有しており、有

線用としての機能もある。 
主に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈスピーカーとして使用されるが、付加機能として、

同時にスマートフォン等の外部携帯機器の充電用としてＵＳＢ端子から給電す

ることができる。 
なお、ＵＳＢ端子は、パソコン等との通信機能は有しておらず、充電目的のＤＣ

５Ｖ出力のみを有している。 
 
○構造、仕様、意匠 
入力電圧：ＡＣ１００－２４０Ｖ、入力周波数：５０－６０Ｈｚ 

消費電力：１５０Ｗ 

 ＵＳＢ端子の出力電圧：ＤＣ５Ｖ、ＵＳＢ端子の最大出力電流：３Ａ 

 外形寸法：(幅)４１０㎜×(高さ)２３７㎜×(奥行)２５６㎜ 

 重さ：１１ｋｇ 
 
○主な使用者、販売先 
 使用者：一般消費者 
 販売先：ライフスタイルショップ、インテリアショップ等 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品のうち、交流用電気機械器具の「直流電源装置」、及び特定電気

用品以外の電気用品のうち、電子応用機械器具の「その他の音響機器」の２品目

の複合品として取り扱う。 
 

（理由） 

各機能はそれぞれに使用可能であり、「１の電源スイッチを共用する」ものでは

ない。（「電気用品の範囲等の解釈について」Ⅰ一（１）イ項参照。） 

ＵＳＢ端子からのＤＣ５Ｖ出力による外部携帯機器への充電用であることか

ら、「直流電源装置」として、また、有線若しくは無線で接続された外部機器から

の音声信号によって動作するものであることから、「その他の音響機器」として、

それぞれ対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 
 


